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地 方 独 立 行 政 法 人 

東京都健康長寿医療センター 

 

 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターにおける通常診療再開のお知らせ 

 

 

令和 4 年 7 月 19 日（火）に第 1 報、7 月 26 日（火）に第 2 報として発表した通り、東

京都健康長寿医療センター内の複数の病棟における新型コロナウイルス感染症の院内感染

が疑われる事案の発生に伴い、これまで一部当該病棟の入院及び救急外来の受入れについ

て制限を行っておりました。 

7 月 26 日（火）以降、新たな院内感染が疑われる事案は確認されておらず、センター内

の診療体制が整ったことから、本日 8 月 2 日（火）より、入院及び救急外来の受入れに関す

る制限を解除し、通常診療を再開することと致しました。 

当センターを利用されている患者さんとそのご家族、地域の医療機関をはじめとする関

係者の皆様に、多大な御心配と御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。職員一

同、引き続き感染防止対策を徹底し、安全・安心な医療の提供に努めてまいります。 

 

参考：7 月 11 日（月）から 7 月 25 日（月）までの院内感染が疑われる感染者数 

（詳細は別紙のとおり） 

・入院患者 21 名 

・職員   18 名 

・計    39 名 

※ 上記陽性者の中に重症者はいない。 

※ 第２報では１９名の新規感染者を発表したが、その後の調査により２０名であること

が確認できたため、第１報（１９名）と合わせて、院内感染が疑われる感染者数は計

３９名となる。 

 

 

 

 

 

≪問合せ先≫ 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 

経営企画局総務課  電話 03 3964 1141 内線 1240 

医療サービス推進課 電話 03 3964 1141 内線 1124      


